
 

 

別 紙 

 

導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  

当市は埼玉県の南東部、首都３０ｋｍ圏内に位置し、水と緑豊かな自然に恵まれな

がらも交通利便性が高く、市域のほぼ中心を富士見川越道路、西部を国道２５４号と

東武東上線がそれぞれ縦断しており、また南東部では国道４６３号が横断している。

市内の３駅を中心に住宅が広がり商業などの都市機能が集積し、首都近郊の住宅都市

として発展を続けてきた。 

当市の人口は令和５年１月３１日現在で１１２，７５５人である。年齢３区分別の

人口構成比は年少人口（０～１４歳）が約１２．２％（１３，７２０人）、生産年齢人

口（１５～６４歳）が約６３．７％（７１，８０４人）、老齢人口（６５歳以上）が約

２４．２％（２７，２３１人）となっている。前回の計画策定時である令和３年３月

３１日の人口構成比と比較すると、年少人口が１．４％減少、生産年齢人口が１．３％

増加、老齢人口が０．６％減少しており、少子化が進んでいる。 

当市の産業構造として、事業所数は平成２６年現在で２，７９２事業所であり、産

業分類の構成比は、卸売業・小売業が約２１．１％と一番多く、次いで宿泊業・飲食

サービス業約１２．８％、生活関連サービス業・娯楽業約１２．２％、不動産業・物

品賃貸業約１１．５％、建設業約１１．３％、と続く。一方、製造業及び運輸業につ

いては、製造業約６．２％、運輸業・郵便業約１．９％と少ない。 

また、事業所毎の規模については、中小企業者がほぼ全てを担っている。特に、従

業者４人以下の事業所が市全体の約６２％を占めていることから、中小企業者の中で

も規模の小さい事業所が当市の産業を担っている。 

事業所数の推移については、平成２１年から平成２６年までに２６０事業所減少し

ており、厳しい状況が続いている。特に、従業者４人以下の事業所が２０１事業所減

少していることから、小規模な事業所ほど事業の継続が厳しい状況である。 

当市は富士見市産業振興条例に基づき、地域経済の活性化を図るため、事業者の経

営基盤安定への支援やその他地域経済の活性化のために必要な施策等を実施し、産業

の各分野における成長等に向け取り組むこととしており、産業振興策の一つとして、

中小企業者の事業環境改善を行うことが急務である。 

具体的な施策の一部としては、平成３０年４月１日に富士見市中小企業チャレンジ

支援事業補助金交付要綱を施行し、中小企業者の店舗の改装工事、特許権の取得、資

格の取得及びホームページの作成・変更を対象に補助を行っており、令和３年４月１

日からはテレワークの環境整備やキャッシュレス決済の導入に関しても補助対象に

加えて支援を実施している。 

今後は、当市の中小企業者が少子高齢化や人手不足、企業間競争等の厳しい事業環



 

 

境を乗り越えるため、現在の取組に加え、中小企業者の事業課題となっている設備年

齢の高い設備を生産性の高いものに更新し、労働生産性をさらに向上させることによ

って長期の事業継続を可能とすることが、当市の健全な産業構造の維持、地域経済の

活性化に必要である。 

        【出典】（住民基本台帳）           

 （経済センサス‐基礎調査（平成２１、２６年）） 

 

（２）目標 

  

中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、

中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、県内でも設備投資が活発な自治体の１

つとなり、経済発展していくことを目指す。 

これを実現するために、計画期間中に２０件程度の先端設備等導入計画の認定を目

標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

   

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関す

る基本方針で定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

 

多様な産業の多様な設備投資を支援する観点から、本計画において対象とする設備

は中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備の全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

 

広く事業者の生産性向上を実現する観点から、本計画は富士見市全域を対象とする。 

   

（２）対象業種・事業 

 

広く事業者の生産性向上を実現する観点から、本計画は全業種を対象とし、労働生

産性が年平均３％以上に資すると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

   

国が同意した日から２年間とする。 



 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 

３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

   

雇用の安定に配慮するため、人員削減を目的とした取組は先端設備等導入計画の認

定の対象としないこととする。 

健全な地域経済の発展に配慮するため、以下の者については先端設備等導入計画の

認定の対象としないこととする。 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業その他公序良

俗を害する恐れのある事業を行う者 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号の暴力団に関係

する者 

・ 市税（富士見市税条例第３条第１号から第３号までに規定する税及び富士見市

都市計画税条例第１条に規定する都市計画税をいう。）を滞納している者 

認定した先端設備等導入計画の達成状況を確認するため、進捗状況についての調査

を実施する場合がある。 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。 

 


